
                           議 案 第 ３ ２ 号     

      磐田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の       

      一部を改正する条例の制定について 

    磐田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正    

   する条例を別紙のように制定する。    

     令和７年２月１４日提出 

                       磐田市長 草 地 博 昭      
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   磐田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の    

   一部を改正する条例 

 磐田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成１７年

磐田市条例第２２０号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

                                 を 

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

30年以

上 31年

未満 

979,000 909,000 849,000 809,000 734,000 689,000

31年以

上 32年

未満 

989,000 919,000 859,000 819,000 744,000 699,000

32年以

上 33年

未満 

999,000 929,000 869,000 829,000 754,000 709,000

33年以

上 34年

未満 

1,009,0

00

939,000 879,000 839,000 764,000 719,000

34年以

上 35年

未満 

1,019,0

00

949,000 889,000 849,000 774,000 729,000

35年以

上 

1,079,0

00

1,009,0

00

949,000 909,000 834,000 789,000

「 

」 

 30年以

上 

979,000 909,000 849,000 809,000 734,000 689,000

」 

「 

に 
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磐田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 退職報償金支給額表  退職報償金支給額表 

階級 団長 副団長 本部長、

副本部長

及び分団

長 

副分団長 班長 団員 

勤

務

年

数

２ 年 以

上 ３ 年

未満 

円

10,000

円

10,000

円

10,000

円

10,000

円

10,000

円

10,000

３ 年 以

上 ４ 年

未満 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

４ 年 以

上 ５ 年

未満 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

５ 年 以

上 ６ 年

未満 

239,000 229,000 219,000 214,000 204,000 200,000

６ 年 以

上 ７ 年

未満 

249,000 239,000 229,000 224,000 214,000 210,000

７ 年 以

上 ８ 年

未満 

259,000 249,000 239,000 234,000 224,000 220,000

８ 年 以

上 ９ 年

未満 

269,000 259,000 249,000 244,000 234,000 230,000

階級 団長 副団長 本部長、

副本部長

及び分団

長 

副分団長 班長 団員 

勤

務

年

数

２ 年 以

上 ３ 年

未満 

円

10,000

円

10,000

円

10,000

円

10,000

円

10,000

円

10,000

３ 年 以

上 ４ 年

未満 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

４ 年 以

上 ５ 年

未満 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

５ 年 以

上 ６ 年

未満 

239,000 229,000 219,000 214,000 204,000 200,000

６ 年 以

上 ７ 年

未満 

249,000 239,000 229,000 224,000 214,000 210,000

７ 年 以

上 ８ 年

未満 

259,000 249,000 239,000 234,000 224,000 220,000

８ 年 以

上 ９ 年

未満 

269,000 259,000 249,000 244,000 234,000 230,000
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現行 改正案 

９ 年 以

上 10 年

未満 

279,000 269,000 259,000 254,000 244,000 240,000

10 年 以

上 11 年

未満 

344,000 329,000 318,000 303,000 283,000 264,000

11 年 以

上 12 年

未満 

354,000 339,000 328,000 313,000 293,000 274,000

12 年 以

上 13 年

未満 

364,000 349,000 338,000 323,000 303,000 284,000

13 年 以

上 14 年

未満 

374,000 359,000 348,000 333,000 313,000 294,000

14 年 以

上 15 年

未満 

384,000 369,000 358,000 343,000 323,000 304,000

15 年 以

上 16 年

未満 

459,000 429,000 413,000 388,000 358,000 334,000

16 年 以

上 17 年

未満 

469,000 439,000 423,000 398,000 368,000 344,000

17 年 以

上 18 年

未満 

479,000 449,000 433,000 408,000 378,000 354,000

18 年 以 489,000 459,000 443,000 418,000 388,000 364,000

９ 年 以

上 10 年

未満 

279,000 269,000 259,000 254,000 244,000 240,000

10 年 以

上 11 年

未満 

344,000 329,000 318,000 303,000 283,000 264,000

11 年 以

上 12 年

未満 

354,000 339,000 328,000 313,000 293,000 274,000

12 年 以

上 13 年

未満 

364,000 349,000 338,000 323,000 303,000 284,000

13 年 以

上 14 年

未満 

374,000 359,000 348,000 333,000 313,000 294,000

14 年 以

上 15 年

未満 

384,000 369,000 358,000 343,000 323,000 304,000

15 年 以

上 16 年

未満 

459,000 429,000 413,000 388,000 358,000 334,000

16 年 以

上 17 年

未満 

469,000 439,000 423,000 398,000 368,000 344,000

17 年 以

上 18 年

未満 

479,000 449,000 433,000 408,000 378,000 354,000

18 年 以 489,000 459,000 443,000 418,000 388,000 364,000
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現行 改正案 

上 19 年

未満 

19 年 以

上 20 年

未満 

499,000 469,000 453,000 428,000 398,000 374,000

20 年 以

上 21 年

未満 

594,000 534,000 513,000 478,000 438,000 409,000

21 年 以

上 22 年

未満 

604,000 544,000 523,000 488,000 448,000 419,000

22 年 以

上 23 年

未満 

614,000 554,000 533,000 498,000 458,000 429,000

23 年 以

上 24 年

未満 

624,000 564,000 543,000 508,000 468,000 439,000

24 年 以

上 25 年

未満 

634,000 574,000 553,000 518,000 478,000 449,000

25 年 以

上 26 年

未満 

779,000 709,000 659,000 624,000 564,000 519,000

26 年 以

上 27 年

未満 

789,000 719,000 669,000 634,000 574,000 529,000

27 年 以

上 28 年

799,000 729,000 679,000 644,000 584,000 539,000

上 19 年

未満 

19 年 以

上 20 年

未満 

499,000 469,000 453,000 428,000 398,000 374,000

20 年 以

上 21 年

未満 

594,000 534,000 513,000 478,000 438,000 409,000

21 年 以

上 22 年

未満 

604,000 544,000 523,000 488,000 448,000 419,000

22 年 以

上 23 年

未満 

614,000 554,000 533,000 498,000 458,000 429,000

23 年 以

上 24 年

未満 

624,000 564,000 543,000 508,000 468,000 439,000

24 年 以

上 25 年

未満 

634,000 574,000 553,000 518,000 478,000 449,000

25 年 以

上 26 年

未満 

779,000 709,000 659,000 624,000 564,000 519,000

26 年 以

上 27 年

未満 

789,000 719,000 669,000 634,000 574,000 529,000

27 年 以

上 28 年

799,000 729,000 679,000 644,000 584,000 539,000
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現行 改正案 

未満 

28 年 以

上 29 年

未満 

809,000 739,000 689,000 654,000 594,000 549,000

29 年 以

上 30 年

未満 

819,000 749,000 699,000 664,000 604,000 559,000

30 年 以

上 ＿ ＿

＿＿

979,000 909,000 849,000 809,000 734,000 689,000

 （追加） 

未満 

28 年 以

上 29 年

未満 

809,000 739,000 689,000 654,000 594,000 549,000

29 年 以

上 30 年

未満 

819,000 749,000 699,000 664,000 604,000 559,000

30 年 以

上 31 年

未満 

979,000 909,000 849,000 809,000 734,000 689,000

 31 年 以

上 32 年

未満 

989,000 919,000 859,000 819,000 744,000 699,000

32 年 以

上 33 年

未満 

999,000 929,000 869,000 829,000 754,000 709,000

33 年 以

上 34 年

未満 

1,009,0

00

939,000 879,000 839,000 764,000 719,000

34 年 以

上 35 年

未満 

1,019,0

00

949,000 889,000 849,000 774,000 729,000

35 年 以

上 

1,079,0

00

1,009,0

00

949,000 909,000 834,000 789,000



参考資料

（件名）磐田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について

１．要旨                                   

 消防団員の処遇改善を目的とした消防団員退職報償金の基準を定める政令の改正に

伴い、本市消防団員の退職報償金の支給に関する条例について所要の改正を行うもの

です。基準を定める政令：消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令（昭和 31年政令第 346 号） 

２．内容                                   

 基準となる政令の改正内容（令和７年４月１日施行） 

  勤務年数区分に、新たに「35 年以上」の区分を追加       （単位：千円）

階級 

勤務年数 

5年以上 

10 年未満

10 年以上

15 年未満

15 年以上

20 年未満

20 年以上

25 年未満

25 年以上

30 年未満

30 年以上

35 年未満
35 年以上

団長 239 344 459 594 779 979 1,079 

副団長 229 329 429 534 709 909 1,009 

分団長 219 318 413 513 659 849 949 

副分団長 214 303 388 478 624 809 909 

部長/班長 204 283 358 438 564 734 834 

団員 200 264 334 409 519 689 789 

 ※太字下線：追加部分 

 本市条例の改正内容（令和７年４月１日施行） 

  基準となる政令の改正を踏まえ、これまでの最長の「３０年以上」の区分を 

「３５年以上」とし 、「３０年以上３５年未満」の期間 は１年ごとに区分し、 

各区分に応じて退職報償金を加算する。             （単位：千円） 

 勤 務 年 数

階級
28年以上 

29年未満 

29 年以上 

30 年未満 

30年以上 

31年未満 

31 年以上 

32 年未満 

32年以上 

33年未満 

33 年以上 

34 年未満 

34年以上 

35年未満 
35年以上 

団長 809 819 979 989 999 1,009 1,019 1,079 

副団長 739 749 909 919 929 939 949 1,009 

本部長等 689 699 849 859 869 879 889 949 

副分団長 654 664 809 819 829 839 849 909 

班長 594 604 734 744 754 764 774 834 

団員 549 559 689 699 709 719 729 789 

※太字下線：追加部分 

※政令で定める基準では「５年以上 10 年未満」「25 年以上 30 年未満」というように

５年単位の区分となっているが、本市条例では、２年以上の勤務年数について１年

ごとに加算区分し処遇改善を図っている。

参考資料


